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新潟県介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年９月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第50号 

新潟県介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県介護保険法施行細則（平成20年新潟県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「削除号」という｡)を削り、同表

の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下この条において「移動別表」という｡)に対応

する次の表の改正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下この条において「移動後別表」という｡)が

存在する場合には当該移動別表を当該移動後別表とし、移動別表に対応する移動後別表が存在しない場合には

当該移動別表を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示、削除号及び別表の表示を除く。以下この条において

「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示、追加号及び別表の表

示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に

改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正

部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という｡)に対応する次の表

の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という｡)が存在する場合には当該

改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削り、改正後表

に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（指定居宅サービス事業者等の指定等の申請） 

第２条 法の規定による指定居宅サービス事業者若

しくは指定介護予防サービス事業者（以下「指定

居宅サービス事業者等」という｡)の指定を受けよ

うとする者又は法の規定による指定居宅サービス

事業者等の指定の更新を受けようとする者が省令

で定めるところにより提出する申請書又は書類に

は、省令で定めるもののほか、申請に係る事業に

係る従業者の資格を証する書類を添付しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、次の表の左

欄に掲げる居宅サービスの種類に係る指定居宅サ

ービス事業者の指定を受けようとする者が同表の

右欄に掲げる介護予防サービスの種類に係る指定

介護予防サービス事業者の指定を受けている場合

において、既に知事に提出している前項の規定に

より添付しなければならない書類の内容に変更が

ないときは、当該書類の添付を省略させることが

できる。 

 

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 

訪問看護 介護予防訪問看護 

訪問リハビリテー

ション 

介護予防訪問リハビリテー

ション 

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 

通所リハビリテー

ション 

介護予防通所リハビリテー

ション 

短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 

（指定居宅サービス事業者等の指定等の申請） 

第２条 法の規定による指定居宅サービス事業者若

しくは指定介護予防サービス事業者（以下「指定

居宅サービス事業者等」という｡)の指定を受けよ

うとする者又は法の規定による指定居宅サービス

事業者等の指定の更新を受けようとする者が省令

で定めるところにより提出する申請書又は書類に

は、別表第１の左欄に掲げるサービスの種類の区

分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、指定居宅サ

ービス事業者の指定を受けようとする者が指定介

護予防サービス事業者の指定（受けようとする指

定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス

の種類が掲げられている別表第１サービスの種類

の欄の項に掲げる介護予防サービスの種類に係る

ものに限る｡)を受けている場合において、既に知

事に提出している前項の規定により添付しなけれ

ばならない書類の内容に変更がないときは、当該

書類の添付を省略させることができる。 
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短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 

特定施設入居者生

活介護 

介護予防特定施設入居者生

活介護 

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 

３ 第１項の規定にかかわらず、知事は、前項の表

の右欄に掲げる介護予防サービスの種類に係る指

定介護予防サービス事業者の指定を受けようとす

る者が同表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に

係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている

場合において、既に知事に提出している第１項の

規定により添付しなければならない書類の内容に

変更がないときは、当該書類の添付を省略させる

ことができる。 

 

４ （略） 

 

（特定施設入居者生活介護に係る指定の変更の申

請） 

第２条の２ （略） 

２ 前項の申請書には、省令で定めるもののほか、

申請に係る事業に係る従業者の資格を証する書類

を添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

（指定居宅サービス事業者等に係る変更の届出） 

第４条 法の規定により指定居宅サービス事業者等

の指定に係る事業所の名称等の変更の届出をしよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書

を知事に提出しなければならない。 

(1) 届出をする者の名称及び所在地並びに法人に

あっては、その代表者の職名及び氏名 

(2)～(6) （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第１の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

３ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設等の指定等の申請） 

第５条 法の規定による指定介護老人福祉施設の指

定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院

 

 

 

 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、知事は、指定介護

予防サービス事業者の指定を受けようとする者が

指定居宅サービス事業者の指定（受けようとする

指定介護予防サービス事業者の指定に係る介護予

防サービスの種類が掲げられている別表第１サー

ビスの種類の欄の項に掲げる居宅サービスの種類

に係るものに限る｡)を受けている場合において、

既に知事に提出している第１項の規定により添付

しなければならない書類の内容に変更がないとき

は、当該書類の添付を省略させることができる。 

４ （略） 

 

（特定施設入居者生活介護に係る指定の変更の申

請） 

第２条の２ （略） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

 

(1) 事業を行う区画の求積図 

(2) 敷地周囲の見取図 

(3) 特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

が備えられていることを明らかにした写真 

(4) 申請に係る事業に係る従業者の資格を証する

書類 

(5) 事業所の登記事項証明書、貸借契約書の写し

その他の使用権原を証する書類 

３ （略） 

 

（指定居宅サービス事業者等に係る変更の届出） 

第４条 法の規定により指定居宅サービス事業者等

の指定に係る事業所の名称等の変更の届出をしよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書

を知事に提出しなければならない。 

(1) 届出をする者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名 

(2)～(6) （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第２の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

３ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設等の指定等の申請） 

第５条 法の規定による指定介護老人福祉施設の指

定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院
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（以下「介護老人保健施設等」という｡)の開設の

許可を受けようとする者又は法の規定による指定

介護老人福祉施設の指定の更新若しくは介護老人

保健施設等の許可の更新を受けようとする者が省

令で定めるところにより提出する申請書又は書類

には、省令で定めるもののほか、申請に係る事業

に係る従業者の資格を証する書類を添付しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設等に係る変更の届出） 

第６条 法の規定により指定介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設等の開設者の住所等の変更の届

出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を知事に提出しなければならない。 

(1) 届出をする者の名称及び所在地並びに法人に

あっては、その代表者の職名及び氏名 

(2)～(6) （略）  

２ 前項の届出書には、別表第２の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設の指定の辞退） 

第７条 法の規定により指定介護老人福祉施設の指

定を辞退しようとする者は、次に掲げる事項を記

載した届出書を知事に提出しなければならない。 

(1) 指定を辞退する者の名称及び所在地並びに法

人にあっては、その代表者の職名及び氏名 

(2)～(7) （略） 

 

 

（介護老人保健施設等に係る変更の許可の申請） 

第８条 法の規定による介護老人保健施設等の入所

（以下「介護老人保健施設等」という｡)の開設の

許可を受けようとする者又は法の規定による指定

介護老人福祉施設の指定の更新若しくは介護老人

保健施設等の許可の更新を受けようとする者が省

令で定めるところにより提出する申請書又は書類

には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

 

(1) 施設の位置図 

(2) 事業を行う区画の求積図 

(3) 敷地周囲の見取図（介護老人保健施設等に係

る申請の場合を除く｡) 

(4) 建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定に

よる建築物の確認の申請書及び検査済証の写し

（介護老人保健施設等に係る申請の場合に限

る｡) 

(5) 指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設

等（以下「指定介護老人福祉施設等」という｡)

において必要な設備の写真 

(6) 申請に係る事業に係る従業者の資格を証する

書類 

(7) 施設の登記事項証明書、貸借契約書の写しそ

の他の使用権原を証する書類 

(8) 協力病院（協力歯科医療機関を含む。以下同

じ｡)との契約書の写し 

２ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設等に係る変更の届出） 

第６条 法の規定により指定介護老人福祉施設等の

開設者の住所等の変更の届出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出し

なければならない。 

(1) 届出をする者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名 

(2)～(6) （略） 

２ 前項の届出書には、別表第３の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ （略） 

 

（指定介護老人福祉施設の指定の辞退） 

第７条 法の規定により指定介護老人福祉施設の指

定を辞退しようとする者は、次に掲げる事項を記

載した届出書を知事に提出しなければならない。 

(1) 指定を辞退する者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2)～(7) （略） 

(8) その他知事が必要と認める事項 

 

（介護老人保健施設等に係る変更の許可の申請） 

第８条 法の規定による介護老人保健施設等の入所
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定員等の変更の許可を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなけ

ればならない。 

(1) 変更の許可を受けようとする者の名称及び所

在地並びに法人にあっては、その代表者の職名

及び氏名 

(2)～(5) （略） 

(6) 変更しようとする日 

２ 前項の申請書には、別表第３の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ （略） 

 

（介護老人保健施設等の管理者の承認の申請） 

第９条 法の規定による医師等に介護老人保健施設

等を管理させることの承認を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し

なければならない。 

(1) 承認を受けようとする者の名称及び所在地並

びに法人にあっては、その代表者の職名及び氏

名 

(2)・(3) （略） 

(4) 管理させようとする者の氏名、住所及び資格 

(5) 管理者の就任予定日 

 

(6) 申請の理由 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

 

(1) 管理させようとする者の主な経歴を記載した

書類 

(2) 管理させようとする者が医師である場合にあ

っては、その者の医師免許証の写し及び勤務形

態を記載した書類 

(3) 管理させようとする者が医師以外の者である

場合にあっては、その理由を記載した書類 

 

（指定市町村事務受託法人に係る変更の届出） 

第13条 （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第４の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

変更事項 添付書類 
申請者の名称及び主た １ 登記事項証明書 

定員等の変更の許可を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなけ

ればならない。 

(1) 変更の許可を受けようとする者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

(2)～(5) （略） 

 

２ 前項の申請書には、別表第４の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ （略） 

 

（介護老人保健施設等の管理者の承認の申請） 

第９条 法の規定による医師等に介護老人保健施設

等を管理させることの承認を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し

なければならない。 

(1) 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

(2)・(3) （略） 

(4) 管理させようとする者の氏名及び主な経歴 

(5) 管理させようとする者が医師以外の者である

場合にあっては、その理由 

 

２ 管理させようとする者が医師である場合にあっ

ては、前項の申請書には、その者の医師免許証の

写しを添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定市町村事務受託法人に係る変更の届出） 

第13条 （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第５の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

 

別表第１（第２条関係） 

（略） 

 

別表第２（第４条関係） 

変更事項 添付書類 
事業所の所在地 事業所の位置図 
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る事務所の所在地並び

にその代表者の氏名、

生年月日、住所及び職

名又は開設者の氏名、

生年月日、住所及び職

名 

２ 誓約書 

届出をする者の登記事

項証明書又は条例等 
 
 
 

届出をする者の登記

事項証明書又は条例等 

事業所の構造概要及び

平面図並びに設備及び

備品の概要 

１ 建物の構造概要 

２ 事業所の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設備及び備品の概

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者若しくは入院患

者の推定数又は入院患

者若しくは入所者の定

員 

１ 届出に係る事業に

係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態を

記載した書類 
２ 届出に係る事業に

係る従業者の資格を

証する書類 
事業所の管理者（訪問

看護又は介護予防訪問

看護に係る事業に係る

事業所の管理者の免

許証の写し 
 

 
 
 
 
 
 

届出をする者の登記事

項証明書又は条例等 
届出をする者の登記

事項証明書又は条例等 
事業所の病院、診療所、

介護老人保健施設又は

その他の別 

事業所の開設許可

証、使用許可証等の写

し 
事業所の構造概要及び

平面図並びに設備及び

備品の概要 

１ 事業所の平面図 

２ 通所介護、通所リ

ハビリテーション

等、短期入所生活介

護等、短期入所療養

介護等及び特定施設

入居者生活介護等に

係る事業に係る変更

にあっては、事業を

行う区画の求積図及

び敷地周囲の見取図 

３ 短期入所生活介護

等及び特定施設入居

者生活介護等に係る

事業に係る変更にあ

っては、建築基準法

の規定による建築物

の確認の申請書及び

検査済証の写し 

４ 居宅サービス若し

くは介護予防サービ

スの提供に必要な設

備及び備品等が備え

られていることを明

らかにした写真 

５ 事業所の登記事項

証明書、貸借契約書

の写しその他の使用

権原を証する書類 

事業所における入院患

者又は入所者の定員 
届出に係る事業に係

る従業者の資格を証す

る書類 
 
 
 
 

事業所の管理者（訪問

看護等に係る事業に係

る変更の場合であっ

事業所の管理者の保

健師免許証又は看護師

免許証の写し（変更後
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変更の場合であって、

当該事業所が病院又は

診療所でないときに限

る｡) 

 
 
 
 

サービス提供責任者の

氏名、生年月日、住所

及び経歴 

１ サービス提供責任

者の経歴書 
２ サービス提供責任

者の資格を証する書

類 
３ 届出に係る事業に

係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態を

記載した書類 
福祉用具の保管及び消

毒の方法（福祉用具の

保管又は消毒を委託等

により他の事業者に行

わせる場合にあっては、

当該他の事業者の名称

及び住所並びに当該委

託等に関する契約の内

容） 

左記の変更内容が分

かるもの 

運営規程 １ （略） 

２ 届出に係る事業に

係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態を

記載した書類 
３ 届出に係る事業に

係る従業者の資格を

証する書類 

協力医療機関の名称及

び診療科名並びに当該

協力医療機関との契約

の内容 

左記の変更内容が分

かるもの 

介護支援専門員 １ 介護支援専門員証

の写し 
２ 介護支援専門員の

氏名及びその登録番

号を記載した書類 
３ 届出に係る事業に

係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態を

記載した書類 
 

別表第２（第６条関係） 

変更事項 添付書類 
開設者の名称及び主た

る事務所の所在地並び

に代表者の氏名、生年

月日、住所及び職名 

１ 登記事項証明書 
２ 誓約書 

て、当該事業所が病院

又は診療所でないとき

に限る｡) 

の事業所の管理者が保

健師又は看護師でない

場合は、その理由を記

載した書類） 
サービス提供責任者 サービス提供責任者

の経歴書 
 
 
 
 
 
 
 

福祉用具の保管及び消

毒の方法（福祉用具の

保管又は消毒を委託等

により他の事業者に行

わせる場合にあっては、

当該他の事業者の名称

及び住所並びに当該委

託等に関する契約の内

容） 

１ 福祉用具の保管及

び消毒の方法を記載

した書類 

２ 福祉用具の保管又

は消毒を委託等によ

り他の事業者に行わ

せる場合にあって

は、委託契約書等の

写し 

運営規程 １ （略） 

２ 届出に係る事業に

係る従業者の資格を

証する書類 

 

 

 

 

協力医療機関の名称及

び診療科名並びに当該

協力医療機関との契約

の内容 

協力医療機関との契

約書の写し 

介護支援専門員 介護支援専門員証の

写し 
 
 
 
 
 
 
 

 

別表第３（第６条関係） 

変更事項 添付書類 
開設の場所（介護老人

保健施設等に係る変更

の場合を除く｡) 
 

施設の位置図 
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（略） 
併設する施設の概要 左記の変更内容が分

かるもの 
建物の構造概要及び平

面図並びに設備の概要 
１ 建物の構造概要 

２ 建物の平面図 

 

３ 設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

協力病院の名称及び診

療科名並びに当該協力

病院との契約の内容 

左記の変更内容が分

かるもの 

介護支援専門員 １ 介護支援専門員証

の写し 
２ 介護支援専門員の

氏名及びその登録番

号を記載した書類 
３ 届出に係る事業に

係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態を

記載した書類 
 

別表第３（第８条関係） 

変更事項 添付書類 
敷地の面積及び平面図 左記の変更内容が分

かるもの 

 

 

 

 

 

建物の構造概要及び平

面図並びに施設及び構

造設備の概要 

１ 建物の構造概要 

２ 建物の平面図 

 

３ 施設及び構造設備

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
併設する施設の概要 併設する施設の概要

を記載した書類 
建物の構造概要及び平

面図並びに設備の概要 
１ 建物の平面図 

２ 事業を行う区画の

求積図 

３ 敷地周囲の見取図 

４ 指定介護老人福祉

施設において必要な

設備の写真 

５ 施設の登記事項証

明書、貸借契約書の

写しその他の使用権

原を証する書類 

（略） 

協力病院の名称及び診

療科名並びに当該協力

病院との契約の内容 

協力病院との契約書

の写し 

介護支援専門員 介護支援専門員証の

写し 
 
 
 
 
 
 
 

 

別表第４（第８条関係） 

変更事項 添付書類 
敷地の面積及び平面図 １ 施設の位置図 

２ 敷地の平面図 

３ 敷地周囲の見取図 

４ 敷地の登記事項証

明書、貸借契約書の

写しその他の使用権

原を証する書類 

建物の構造概要及び平

面図並びに施設及び構

造設備の概要 

１ 建物の平面図 

２ 事業を行う区画の

求積図 

３ 建築基準法の規定

による建築物の確認

の申請書及び検査済

証の写し 

４ 介護老人保健施設

等において必要な設

備の写真 

５ 建物の登記事項証

明書、貸借契約書の
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施設の共用の場合の利

用計画 
左記の変更内容が分

かるもの 
（略） 

協力病院 左記の変更内容が分

かるもの 

写しその他の使用権

原を証する書類 

施設の共用の場合の利

用計画 
利用計画を記載した

書類 
（略） 

協力病院 協力病院との契約書

の写し 
 

別表第４ （略） 

 

別表第５ （略） 

第２条 新潟県介護保険法施行細則の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下この条において「移動項等」という｡)

に対応する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下この条において「移動後項等」

という｡)が存在する場合には当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しな

い場合には当該移動項等（以下この条において「削除項等」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下この条において「移動別表」という｡)に対応

する次の表の改正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下この条において「移動後別表」という｡)が

存在する場合には当該移動別表を当該移動後別表とし、移動別表に対応する移動後別表が存在しない場合には

当該移動別表を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示、削除項等並びに別表の表示を除く。以下この

条において「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並び

に別表の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（特定施設入居者生活介護に係る指定の変更の申

請） 

第２条の２ 法の規定による特定施設入居者生活介

護に係る指定の変更を受けようとする者が省令で

定めるところにより提出する申請書には、省令で

定めるもののほか、申請に係る事業に係る従業者

の資格を証する書類を添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項の指定

の変更を受けようとする者が既に知事に提出して

いる同項の規定により添付しなければならない書

類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を

省略させることができる。 

 

（指定居宅サービス事業者等に係る変更の届出） 

第４条 法の規定により指定居宅サービス事業者等

の指定に係る事業所の名称等の変更の届出をしよ

うとする者が省令で定めるところにより提出する

届出書には、省令で定めるもののほか、別表第１

の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそれぞれ同

表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

（特定施設入居者生活介護に係る指定の変更の申

請） 

第２条の２ 法の規定による特定施設入居者生活介

護に係る指定の変更を受けようとする者が省令で

定めるところにより提出する申請書には、省令で

定めるもののほか、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

(1) 介護保険事業所番号 

(2) 指定年月日 

(3) 変更しようとする日 

２ 前項の申請書には、省令で定めるもののほか、

申請に係る事業に係る従業者の資格を証する書類

を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、第１項の指

定の変更を受けようとする者が既に知事に提出し

ている前項の規定により添付しなければならない

書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付

を省略させることができる。 

 

（指定居宅サービス事業者等に係る変更の届出） 

第４条 法の規定により指定居宅サービス事業者等

の指定に係る事業所の名称等の変更の届出をしよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書

を知事に提出しなければならない。 

 

 

(1) 届出をする者の名称及び所在地並びに法人に
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２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項の届出

をしようとする者が当該届出に係る指定について

既に知事に提出している同項の規定により添付し

なければならない書類の内容に変更がないときは、

当該書類の添付を省略させることができる。 

 

（指定介護老人福祉施設等に係る変更の届出） 

第６条 法の規定により指定介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設等の開設者の住所等の変更の届

出をしようとする者が省令で定めるところにより

提出する届出書には、別表第２の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項の届出

をしようとする者が既に知事に提出している同項

の規定により添付しなければならない書類の内容

に変更がないときは、当該書類の添付を省略させ

ることができる。 

 

 

第７条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっては、その代表者の職名及び氏名 

(2) 介護保険事業所番号 

(3) 届出に係る事業所の名称及び所在地 

(4) 届出に係るサービスの種類 

(5) 変更した事項及びその内容 

(6) 変更した日 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第１の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、第１項の届

出をしようとする者が当該届出に係る指定につい

て既に知事に提出している前項の規定により添付

しなければならない書類の内容に変更がないとき

は、当該書類の添付を省略させることができる。 

 

（指定介護老人福祉施設等に係る変更の届出） 

第６条 法の規定により指定介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設等の開設者の住所等の変更の届

出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を知事に提出しなければならない。 

 

 

(1) 届出をする者の名称及び所在地並びに法人に

あっては、その代表者の職名及び氏名 

(2) 介護保険事業所番号 

(3) 届出に係る施設の名称及び開設の場所 

(4) 届出に係る施設の種類 

(5) 変更した事項及びその内容 

(6) 変更した日 

２ 前項の届出書には、別表第２の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、第１項の届

出をしようとする者が既に知事に提出している前

項の規定により添付しなければならない書類の内

容に変更がないときは、当該書類の添付を省略さ

せることができる。 

 

（指定介護老人福祉施設の指定の辞退） 

第７条 法の規定により指定介護老人福祉施設の指

定を辞退しようとする者は、次に掲げる事項を記

載した届出書を知事に提出しなければならない。 

(1) 指定を辞退する者の名称及び所在地並びに法

人にあっては、その代表者の職名及び氏名 

(2) 介護保険事業所番号 

(3) 届出に係る施設の名称及び開設の場所 

(4) 指定年月日 

(5) 指定を辞退しようとする日 

(6) 指定を辞退する理由 

(7) 現に施設に入所している者に対する措置 
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（介護老人保健施設等に係る変更の許可の申請） 

第８条 法の規定による介護老人保健施設等の入所

定員等の変更の許可を受けようとする者が省令で

定めるところにより提出する申請書には、省令で

定めるもののほか、申請に係る事業に係る従業者

の資格を証する書類を添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項の変更

の許可を受けようとする者が既に知事に提出して

いる同項の規定により添付しなければならない書

類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を

省略させることができる。 

 

（介護老人保健施設等の管理者の承認の申請） 

第９条 法の規定による医師等に介護老人保健施設

等を管理させることの承認を受けようとする者が

省令で定めるところにより提出する申請書には、

次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 管理させようとする者の主な経歴を記載した

書類 

 

(2) 管理させようとする者が医師である場合にあ

っては、その者の医師免許証の写し及び勤務形

態を記載した書類 

(3) 管理させようとする者が医師以外の者である

場合にあっては、その理由を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定市町村事務受託法人に係る変更の届出） 

 

（介護老人保健施設等に係る変更の許可の申請） 

第８条 法の規定による介護老人保健施設等の入所

定員等の変更の許可を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

(1) 変更の許可を受けようとする者の名称及び所

在地並びに法人にあっては、その代表者の職名

及び氏名 

(2) 介護保険事業所番号 

(3) 申請に係る施設の名称及び開設の場所 

(4) 開設許可年月日 

(5) 変更しようとする事項及びその内容 

(6) 変更しようとする日 

２ 前項の申請書には、別表第３の左欄に掲げる変

更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる

書類を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、第１項の変

更の許可を受けようとする者が既に知事に提出し

ている前項の規定により添付しなければならない

書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付

を省略させることができる。 

 

（介護老人保健施設等の管理者の承認の申請） 

第９条 法の規定による医師等に介護老人保健施設

等を管理させることの承認を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し

なければならない。 

(1) 承認を受けようとする者の名称及び所在地並

びに法人にあっては、その代表者の職名及び氏

名 

(2) 介護保険事業所番号 

 

 

(3) 申請に係る施設の名称及び開設の場所 

 

(4) 管理させようとする者の氏名、住所及び資格 

(5) 管理者の就任予定日 

(6) 申請の理由 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(1) 管理させようとする者の主な経歴を記載した

書類 

(2) 管理させようとする者が医師である場合にあ

っては、その者の医師免許証の写し及び勤務形

態を記載した書類 

(3) 管理させようとする者が医師以外の者である

場合にあっては、その理由を記載した書類 

 

（指定市町村事務受託法人に係る変更の届出） 
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第13条 （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第３の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

 

 

 

 

第13条 （略） 

２ 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、

別表第４の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

 

別表第３（第８条関係） 

（略） 

 

別表第３ （略） 別表第４ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は令和５年10月１日から、第２条の規定は令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定の施行の日から令和５年12月31日までの間に行う申請又は届出（情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を

使用して行うもの及び新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成16年新潟県条例第83号）

第４条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く｡)については、第１条

の規定による改正後の新潟県介護保険法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


